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S-HIGO フェローシッププログラムに関する Q&A 
 

令和 3 年 9 月 
１ 申請 

Q101. 博士課程の入学試験をまだ受けていませんが、申請できますか？ 
A. 博士課程・博士後期課程に入学・進学する意思がある方は申請できます。ただし、選考の結

果プログラム生候補者に内定した場合で、その後、博士課程・博士後期課程に入学・進学しな
かったとき及び入学試験で不合格となったときは、その時点でプログラム生候補者の内定を取
り消します。 

 
Q102. 現在、研究室で技術補佐員として雇用されていますが、申請できますか？ 

  A. アルバイトや TA・RA など、臨時的な収入を目的とした仕事に就いている方は「社会人」に
は該当しませんので申請できます。ただし、プログラム生に採用された場合は、フェローシッ
プの支給期間を通じて研究活動に専念する義務があります。採用後も、研究活動に支障のない
範囲であれば現在の雇用を継続することも可能ですが、支障があれば、雇用条件の変更（勤務
時間数の削減等）が必要となることも考えられますので、申請に当たっては、研究室の先生に
も事前にご相談ください。 

 
Q103. 次世代研究者挑戦的研究プログラムに申請しましたが、フェローシッププログラムにも申請で

きますか？ 
  A. 申請できますが、両プログラムのプログラム生を兼ねることはできません。 
 
２ 研究専念支援金・研究費 

Q201.  研究専念支援金は給与として支給されるのですか？ 
  A. 「給与」ではありません。研究専念支援金は、税法上「雑所得」と扱われますので、所得税

と住民税の課税の対象となります。このため、プログラム生自身で所得税の確定申告の手続を
行う必要があります。 

 
Q202. 支援期間の途中でフェローシッププログラムを辞退した場合、それまで受給した研究専念支援

金の返還が必要になりますか？ 
  A. 返還の必要はありません。ただし、フェローシッププログラムによる支援の取消が決定され

た月に支給された研究専念支援金について、過払いが生じているときは、その分を返還する必
要があります。 

 
Q203. 研究費はどのように支給されますか？また、研究費は何に使えるのですか？ 

  A. 研究費は、大学が管理することとされているため、プログラム生の指導教員の研究室に予算
配当します。指導教員の監督の下、本学の会計諸規則に基づき予算執行を行っていただきます。 

    また、研究費は、使途の指定はありませんので、学生の研究活動に資する使途に使用してく
ださい。 

 
３ プログラム生の義務・遵守事項 

Q301. プログラム生は研究活動に専念する義務があるということですが、どのようなことが求められ
るのでしょうか。 

  A.  プログラム生は、採用期間中、自身の研究計画に基づき研究に専念しなければなりません。
このことは、「プログラム生としての研究活動」以外の様々な活動を一律に制限するものではあ
りませんが、プログラム生には、「プログラム生としての研究活動」を自らの主たる活動とし、
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その遂行に支障が生じることのないよう採用期間を通じて自らの活動全体を適切に管理する
ことが求められます。 

研究活動に専念していると判断するための数値的な基準は特に設けていませんが、例えば、
フェローシッププログラムと関係のない活動のために月単位で研究室に不在となるような場
合は、研究に専念しているとは認められません。 

 
Q302. プログラム生は研究活動に専念することとされていますが、アルバイトをすることはできます

か？ 
  A. 研究活動に支障のない範囲であれば、TA やアルバイトを行うことはできます。 
 

Q303. プログラム生に採用された後、学振の特別研究員に採用され、途中でフェローシッププログラム
を辞退することになった場合、プログラム生の義務はどうなりますか？ 

  A. プログラムを辞退した時点で、プログラム生の義務はなくなります。ただし、フォローアッ
プという形で、プログラム生のキャリアパス等について調査を行う場合がありますので、その
際はご協力をお願いします。 

 
４ その他 

Q401. プログラム生の採用期間中に、民間の研究助成金等に応募することは可能ですか？ 
  A. 可能です。 
 

Q402. 現在、民間の財団から奨学金を受給しています。プログラム生に採用された場合、引き続き奨学
金を受給することができますか？ 

  A. S-HIGO フェローシップ側では、プログラム生が他の奨学金等を受給することを制限してい
ません。現在受給している奨学金側のルールで併給が認められていない場合も考えられますの
で、奨学金の支給機関にお問い合わせください。 

 


